
10R4. 10. 15

認可保育所等の入所受付について

定員
基山保育園 … 230 名   たんぽぽこども園 … 150 名  基山バディ認定こども園…132 名
ちびはる保育園 … 19 名（０～２歳児のみ）  Chibiharu ZERO-TWO…19 名（０～２歳児のみ）
基山 B-Baby 保育園… 12 名（０～２歳児のみ）

対象児童
・生後６か月以降の就学前児童（令和 5 年４月１日又は入所希望日現在）
・育児休業等からの復職により年度途中での入所を希望する方も、今回の受付期間内に申請

してください。

提出書類

① 教育・保育給付認定申請書 兼 保育の利用申込書
② 保育の必要性を証明する書類（各証明等は令和４年 11 月１日以降の証明を有効とします。）
③ 児童の健康状態調査票
※ 新規申込みの方で令和４年１月２日以降に転入された方は、保護者の令和４年度市町村民税
　所得課税（非課税）証明書が必要ですが、①の書類にマイナンバーの記載があれば省略できます。

受付期間
11 月 1 日（火）～ 11 月 30 日（水）
※保護者が求職中で、令和５年４月１日からの入所を希望する場合は、
　令和５年１月 10 日（火）～ 17 日（火）の期間で受け付けます。

申請先 受付日時

こども課（役場１階）
11 月 1 日（火）～ 11 月 28 日（月）
※土・日曜日、祝日を除く

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

11 月 29 日（火）～ 30 日（水） 午前 8 時 30 分～午後 7 時

【求職中の方】
こども課（役場１階）

令和５年１月 10 日（火）～ 16 日（月）
※土・日曜日を除く

午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分

令和５年 1 月 17 日（火） 午前 8 時 30 分～午後 7 時

　令和５年度の保育所（基山保育園）、認定こども園（たんぽぽこども園・基山バディ認定こども園）、小規模保
育施設（ちびはる保育園・Chibiharu ZERO-TWO・基山 B-Baby 保育園）の入所受付を行います。申請書類等は、
こども課（役場 1 階）及び上記施設に配置しているほか、基山町ホームページからダウンロードできます。
　現在入所中の方も申請書類（現況届）の提出が必要です。施設を通して書類を配布しますので、必ず申請して
ください。

【注意！】
 ・認定こども園（たんぽぽこども園・基山バディ認定こども園）の１号認定（幼稚園部分）をご希望の方は、
　施設へ直接お問い合わせください。

認可保育所等の入所受付を行います
申問こども課　こども未来係　☎９２－７９６８

有
料
広
告

令和５年度



11 R4. 10. 15

　　町からのお知らせ町からのお知らせ

有
料
広
告

放課後児童クラブ（ひまわり・コスモス教室）
入所受付を開始します

▽対象（令和５年度）　　　　▽定員　　
　新小学１～６年生　　　　　　ひまわり教室（基山小）200 名
　　　　　　　　　　　  　　　 コスモス教室（若基小）　80 名
▽提出書類
　入所申請書、就労証明書（３か月以内のもので放課後の時間に就労していることがわかるもの。コピー可）、
　入所実態調査書、承諾書、利用確認書
※提出書類は、教育学習課及び放課後児童クラブに準備しています。基山町ホームページからもダウンロードできます。
▽受付期間
　・令和４年 11 月１日（火）～ 28 日（月）　　  午前８時 30 分～午後５時 15 分（※土・日曜日、祝日を除く）
　・令和４年 11 月 29 日（火）及び 30 日（水）午前８時 30 分～午後７時

申問教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

　令和５年度の放課後児童クラブ（ひまわり教室・コスモス教室）の入所受付を開始します。

現在入所中のお子様も手続が必要ですので、受付期間内の申請をお願いします。

１０月は土地月間です
大規模な土地取引には届出が必要です！

問 佐賀県 土地利活用課　☎ ( ０９５２) ２５－７０３４　定住促進課　☎９２－７９２０

　一定面積以上（別表）の土地取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結日も含め２週間以内に、

買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表されている土地

利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。

　詳しい手続きについては、佐賀県土地利活用課又は基山町定住促進課にお尋ねください。

▽届出義務者　買主

▽届出の時期　契約締結日も含め２週間以内

▽届　出　先　土地の所在する市町村

▽罰　　　則　6 か月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金

市街化区域 2,000㎡

市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡

都市計画区域以外の区域 10,000㎡

（別表）

令和５年度
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第 10 回 町議会と語ろう会を開催します
問議会事務局　☎９２－６５４３

　町議会では、町民に開かれた議会を目指しています。	 　　
　町民の皆さまにまちづくりについてのご意見をいただき、同時に議会運営や議会活
動に対する意見や要望などを聴かせていただくため、次のとおり町議会と語ろう会を
開催します。	 　
　事前の申込みは必要ありませんので、多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

基山町消防団員になりませんか

問総務課　防災係　☎９２－７９１５　 ９２－２０８４

　消防団は、地域住民の生命や財産を守るため、

火災発生時の消火活動はもちろん、風水害や地震などの大規模災害時にも活動する大切な役割を担っています。

　今回、令和５年度の新規団員を募集します。地域の暮らしを守るため、あなたの力が必要です。

　主に 20 代から 30 代の団員が活躍し、仕事や世代を超えた仲間づくりが魅力です。

　地域に貢献したい方の入団をお待ちしています。

▽入団要件　　基山町内に居住又は勤務する満 18 歳以上で、心身ともに健康な方

▽活動内容　　定期的に火災や風水害、地震などの災害に備えた訓練を行い、一旦火災等が発生すれば、

　　　　　　　被害が最小限となるよう防御活動を行います。

▽団員の身分　消防団員は、非常勤の公務員として、活動中の怪我は保障され、報酬や退職金も支給されます。

▽募集期限　　令和４年 11 月末（随時可能ですが、定員等の調整が必要なため。）

あなたの声を
聞かせてください。

日時　 場所　 テーマ

11月２日（水） 午後６時
　～８時

基山町役場
４階　委員会室

防災、まちづくり 【総務文教常任委員会】

11月４日（金） 道路、災害 【厚生産業常任委員会】

11月５日（土） 午前 10 時
　～12時

基山町民会館
１階　会議室

教育、安心安全（防犯） 【総務文教常任委員会】

11月６日（日） 子育て・高齢者支援、移住定住 【厚生産業常任委員会】

※開催日によって時間と場所が異なりますのでご注意ください。
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さが未来アシスト事業費補助金制度活用事業を紹介します
問 まちづくり課　協働推進係　☎９２－７９３５

　「さが未来アシスト事業費補助金制度」は、佐賀県が地域の資源を活用した自発の地域づくりに関する取組み

に対して支援を行う制度です。

　基山町からは、本年度１団体が採択を受け、地域づくりに関する事業に取り組んでいます。

【けやき台朝市実行委員会】
　高齢化・成熟化が進むけやき台地区における、高齢者の買い物支援事業として、平成 24 年８月から、けやき台４区の自治会で

「けやき台朝市」を開催しています。

けやき台朝市を活用した地域活性化事業

　けやき台の猪の浦児童公園で、毎週日曜日の午前８時～９時まで「けやき台朝市」を

開催しています。また、夏・冬・春休みのイベントとして「お客様感謝祭」を開催し、買

い物だけでなく、住民の皆様の交流と憩いの場としても親しまれています。

　今回は、けやき台朝市の自立的な運営に向けた仕組みづくりの一環として、11 月６日

に秋のイベント「けやき台朝市ウォークラリー」を開催します。　　

　けやき台周辺の名所５か所（エミュー牧場・改装後の

第 17 区公民館・北部公園・ふれあい夢広場・ＳＧＫ交流プラザ）にチェックポイン

トを設け巡っていただき、朝市会場がゴールとなります。参加者には、記念品も用

意しています。

　さらに、３月に開催予定の春の感謝祭では、フリーマーケットの開催を企画して

います。皆様の参加をお待ちしています。

■ 対象事業

問☎０９０－９４８３－０９５１（真島）

令和４年度
第 2 回まちづくり推進審議会を開催します

　基山町まちづくり基本条例第 27 条により設置を規定されている、まちづくり推進審議会を開催します。

▽開催日　令和４年１１月４日（金）　午後 2 時～　　　　▽場所　役場 2 階　202 会議室

▽内容　・協働化事業調査結果について　

　　　　・令和４年度の町民提案・回答状況について

▽審議会の公開　審議会は公開いたします。傍聴を希望される方は、当日会場にお越しください。

問 まちづくり課　協働推進係　☎９２－７９３５
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